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能
楽
の
近
代
化
と
高
木
半

─
そ
の
履
歴
と
能
楽
改
良
論
へ
の
能
役
者
の
反
応
を
め
ぐ
っ
て

─　

中
尾 

薫

キ
ー
ワ
ー
ド
：
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楽
／
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代
／
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楽
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良
／
高
木
半
／
明
治
時
代

は
じ
め
に

　

明
治
四
十
三
年
︵
一
九
一
〇
︶
九
月
号
の
雑
誌
﹃
能
楽
﹄
に
﹁
高
木
氏
の
能
楽
改
良
論
及
び
失
名
氏
の
同
辯
妄
論
﹂
と
題
さ
れ
た
論
評

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
阪
市
外
福
井
村
の
高
木
半
翁
な
る
人
物
が
著
し
た
﹃
能
楽
評
論
﹄
に
対
す
る
書
評
で
、
そ
の
前
文
と

し
て
記
者
萍
生
が
、
八
月
十
九
日
付
﹃
国
民
新
聞
﹄
に
、
同
書
の
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
高
木
氏
が
多
年
能
楽
改
良
論
を

唱
え
て
新
作
能
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
た
び
の
﹃
能
楽
評
論
︵
氏
の
能
楽
改
良
意
見
書
︶﹄
一
冊
は
新
作
謡
二
冊
と
と
も
に
主
上

に
伝
献
さ
れ
た
こ
と
を
前
置
き
す
る
。
そ
し
て
、
同
書
は
雑
誌
﹃
能
楽
﹄
編
集
に
も
寄
贈
さ
れ
て
き
て
お
り
、

記
者
こ
れ
を
一
覧
す
る
に
、
頗
る
不
同
意
の
内
容
を
有
す
れ
ど
も
、
時
候
柄
諸
者
の
一
笑
を
買
ひ
、
以
て
聊
か
銷
暑
の
料
に
附
せ
ん
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が
為
、
其
の
要
旨
を
茲
に
紹
介
し
、
併
せ
て
同
書
の
妄
を
駁た
だ

せ
る
失
名
氏
の
投
稿
を
共
に
読
者
の
一
覧
に
供
ふ
る
事
と
せ
り
。
︵
1
︶

と
記
す
よ
う
に
、
読
者
の
一
笑
を
買
う
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
記
者
の
評
と
意
を
同
じ
く
す
る
﹁
失
名
氏
﹂
の
論
評
が

投
稿
さ
れ
て
来
た
た
め
、
そ
れ
に
記
者
の
評
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
ら
し
い
。
記
者
の
前
文︵2
︶で
は
、
こ
の
あ
と
高
木
氏
の
能
楽

改
良
論
の
要
旨
が
引
用
さ
れ
、

氏
の
熱
心
や
諒
す
べ
き
も
、
所
論
や
實
に
愚
を
極
め
た
り
と
い
ふ
べ
し
。
辯
妄
に
代
ふ
る
に
左
に
失
名
氏
の
投
稿
を
以
て
す
べ
し
。

と
結
ぶ
。
さ
て
、
続
く
﹁
失
名
氏
﹂
の
評
は
と
い
う
と
、
右
に
引
用
し
た
﹁
頗
る
不
同
意
﹂﹁
實
に
愚
を
極
め
た
り
と
い
ふ
べ
し
﹂
と
い

う
記
者
の
言
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
終
始
酷
評
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

雑
誌
﹃
能
楽
﹄
で
は
そ
の
後
、
武
島
生
﹁
聞
捨
難
き
記
事
︵
能
楽
前
号
所
載
高
木
氏
の
能
楽
改
良
主
旨
に
就
い
て
︶﹂︵
第
八
巻
十
号
︶、

三
名
の
反
対
論
を
集
録
し
た
﹁
高
木
翁
の
能
楽
改
良
論
に
対
す
る
難
声
﹂︵
同
巻
同
号
︶、
萍
魚
生
、
雞
兒
生
﹁
高
木
氏
の
高
砂
改
作
を
難

ず
﹂︵
第
八
巻
十
一
号
︶
と
、
高
木
半
翁
の
能
楽
改
良
論
や
新
作
謡
に
対
し
て
、
激
し
い
非
難
の
論
が
立
て
続
け
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ

ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
﹁
高
木
翁
の
能
楽
改
良
論
に
対
す
る
難
声
﹂
の
編
集
子
前
書
に
﹁
一
度
公
に
せ
ら
る
ゝ
や
難
声
四
方
に
充

ち
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
氏
の
﹃
能
楽
改
良
論
﹄
批
判
は
、
雑
誌
﹃
能
楽
﹄
同
人
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
最
初
に
氏
の
論
を
紹
介
し
た
﹃
国
民
新
聞
﹄
で
も
﹁
記
者
は
豫
て
よ
り
翁
の
所
論
に
は
同
意
し
兼
る
も
の
で
あ
る
が
﹂
と
不
同
意

を
明
ら
か
に
し
て
い
た
う
え
、
︵
3
︶
そ
の
後
も
﹁
一
度
高
木
翁
の
能
楽
改
良
論
を
当
紙
上
に
紹
介
し
て
以
来
投
書
が
続
々
来
る
﹂
始
末
で
あ
っ

た
。
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さ
ら
に
、
実
は
、
こ
の
年
ば
か
り
で
は
な
く
、
池
内
信
嘉
﹃
能
楽
盛
衰
記
﹄
下
巻
﹁
十
八
能
楽
改
正
の
可
否
﹂
に
あ
る
よ
う
に
、
高
木

半
は
﹁
屢
上
京
も
し
て
有
志
を
訪
問
し
、
熱
心
に
其
の
実
行
に
努
め
﹂
て
い
た
ら
し
く
、
三
年
前
の
明
治
三
十
七
年
に
も
、
自
ら
﹃
能

楽
﹄
編
集
部
の
あ
っ
た
能
楽
館
を
お
と
ず
れ
、
そ
の
能
楽
改
良
論
の
実
例
と
し
て
﹁
其
の
謡
本
を
示
し
て
賛
同
を
求
め
﹂
て
い
た
︵﹃
能

楽
﹄
第
五
巻
二
号
︶。
そ
れ
に
対
す
る
池
内
信
嘉
の
反
応
は
と
い
う
と
、
や
は
り
﹁
賛
成
出
来
ぬ
﹂
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
理
由
を
﹃
能

楽
﹄
誌
上
に
掲
載
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
概
観
し
て
み
る
と
、
総
じ
て
、
高
木
半
の
能
楽
改
良
論
は
反
発
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
明
治
維
新
後
、
新
し
い
価
値
観
が
急
激
に
能
楽
界
を
翻
弄
す
る
な
か
、
能
楽
改
良
の
議
論
は
少
な
か
ら
ず
続
発
し
て
お
り
、
こ
と
に

雑
誌
﹃
能
楽
﹄
の
創
設
者
で
あ
る
池
内
信
嘉
は
、
熱
心
な
能
楽
改
良
論
者
の
評
判
も
高
く
、
誌
上
で
そ
の
改
良
案
を
た
び
た
び
提
言
し
て

い
た
。
こ
の
一
連
の
動
向
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
稿
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
︵
4
︶
お
り
し
も
高
木
半
の
﹃
能
楽
改
良
論
﹄
が
紹
介
さ

れ
る
前
号
︵
八
巻
八
号
︶
に
は
池
内
信
嘉
の
﹁
演
能
時
間
の
短
縮
の
研
究
﹂﹁
石
橋
短
縮
の
一
案
﹂
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
改
訂
実
案
が
発

表
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
能
楽
を
そ
の
ま
ま
保
存
か
、
時
代
に
応
じ
た
改
良
を
施
す
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
渦
中

の
時
期
に
あ
っ
て
、
高
木
半
の
能
楽
改
良
論
は
、
改
良
の
一
案
と
し
て
少
な
く
と
も
議
論
さ
れ
る
べ
き
一
案
と
し
て
一
石
を
投
じ
る
の
に

絶
好
の
機
会
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
散
々
た
る
非
難
に
始
終
し
、
い
わ
ば
門
前
払
い
に
等
し
い
。
結
論
を
い
そ
げ

ば
、
そ
れ
ら
非
難
の
内
容
は
﹁
能
楽
を
改
良
す
る
こ
と
﹂
自
体
へ
の
反
発
で
は
な
く
、
そ
の
案
通
り
に
改
良
さ
れ
た
能
楽
の
姿
が
、
能
楽

の
良
さ
を
台
無
し
に
し
か
ね
な
い
と
い
う
主
張
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の

頃
、
能
楽
が
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
、
い
わ
ば
理
想
の
能
楽
像
が
、
共
通
の
、
固
定
の
概
念
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
能
楽
改
良
論
の
諸
説
を
明
ら
か
に
に
す
る
試
み
の
一
環
と
し
て
、
お

お
む
ね
不
評
に
終
っ
た
高
木
半
の
﹃
能
楽
改
良
論
﹄
の
主
張
と
、
反
論
双
方
の
主
張
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。
し
か
し
、
高
木
半
に
つ
い
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て
は
近
代
能
楽
史
に
お
い
て
熱
心
な
能
楽
改
良
論
者
で
あ
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
活
動
の
一
部
始
終
に
つ
い
て
あ

ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
高
木
半
の
履
歴
や
能
楽
関
係
者
と
の
交
流
に
つ
い
て
現
在
知
り
う
る
限
り
を
確
認
す
る

こ
と
に
専
念
し
た
い
。

一
、
高
木
半
の
履
歴

　

高
木
半
の
素
性
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
年
代
に
断
続
的
に
刊
行
さ
れ
た
高
木
半
作
詞
の
新
作
謡
本
の
奥
付
か
ら
、﹁
大
阪
府
平
民
﹂
で

﹁
摂
津
国
鳥
下
郡
福
井
村
﹂
が
住
所
で
あ
る
と
い
う
く
ら
い
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
近
年
西
野
春
雄
氏
が
、
関
屋
俊
彦
氏
か
ら

示
さ
れ
た
資
料
と
し
て
﹃
福
井
村
沿
革
誌
﹄︵
大
坂
府
三
島
郡
福
井
村
、
明
治
四
十
五
年
︶
所
載
の
﹁
高
木
簑
田
翁
彰
徳
碑
﹂﹁
高
木
半
﹂

に
、
よ
り
詳
細
な
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
︵
5
︶
そ
の
全
文
は
、
西
野
氏
が
す
で
に
紹
介
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
全
文
を
掲
げ
つ
つ
資
料
を
補
い
な
が
ら
高
木
半
の
素
性
を
た
ど
っ
て
み
る
。
ま
ず
、﹁
高
木
半
﹂
の
項
に
は
︵
傍
線

は
私
に
付
し
た
︶、

　

源
頼
光
ノ
子
、
頼
親
五
世
ノ
孫
、
八
条
院
判
官
代
信
光
ナ
ル
モ
ノ
、
大
和
国
高
木
村
ニ
住
ス
。
回
テ
高
木
信
光
ト
称
ス
。
其
十
八

世
ノ
裔
孫
高
木
丞
之
助
貞
政
ナ
ル
者
、
天
文
年
間
美
濃
国
石
津
郡
駒
ノ
西
舟
岡
山
ニ
城
を
築
テ
、
焉
ニ
拠
ル
。
其
頃
、
其
三
男
弥

左
衛
門
俊
政
、
乱
世
ヲ
厭
ヒ
、
福
井
村
ニ
隠
栖
シ
、
農
ヲ
業
ト
セ
リ
。
即
福
井
村
高
木
氏
ノ
太
祖
ナ
リ
。
五
世
ノ
孫
半
兵
衛
正
親
、

貨
殖
シ
テ
諸
侯
ニ
貨
幣
ヲ
賃
与
ス
ル
ヲ
以
業
ト
ス
。
慶
安
年
間
、
大
阪
ニ
商
店
を
開
キ
、
姪
ヲ
養
ヒ
子
ト
シ
平
野
屋
半
ニ
至
ル
。

　

代
官
格
郷
兵
ノ
頭
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
、
槍
一
筋
帯
刀
ヲ
命
サ
レ
シ
ガ
、
維
新
後
廃
藩
ヲ
以
テ
、
其
資
格
ヲ
廃
セ
ラ
ル
ヽ
モ
、
明
治
元
年
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三
月
、
禁
裏
御
所
諸
品
調
進
御
用
達
拝
命
シ
、
遷
都
ノ
際
廃
セ
ラ
レ
、
明
治
五
年
九
月
本
郡
第
一
区
区
長
、
拝
命
。
明
治
六
年
五

月
、
一
小
学
区
取
締
兼
勤
、
同
月
退
職
。
安
威
村
十
日
市
字
梅
个
枝
堰
ノ
疏
水
ヲ
利
用
シ
、
耳
原
ヨ
リ
神
崎
川
ニ
至
ル
疏
水
開
キ
、

通
船
ヲ
以
テ
貨
物
ノ
運
輸
ヲ
開
始
シ
為
ニ
、
物
産
輸
送
ニ
便
益
ヲ
与
シ
ガ
汽
車
開
通
セ
シ
ヲ
以
テ
、
自
ラ
廃
業
ス
。
加
ル
ニ
共
通
経

営
ノ
大
阪
両
替
店
の
失
敗
ヲ
重
ネ
、
資
産
ヲ
失
フ
モ
、
明
治
十
二
年
四
月
ヨ
リ
明
治
十
七
年
迄
、
大
阪
府
会
議
員
ニ
挙
ラ
レ
、
同

十
三
年
四
月
ヨ
リ
同
十
四
年
六
月
迄
、
常
置
員
ノ
任
ニ
就
ク
。

A
明
治
十
九
年
後
老
耄
ト
称
シ
、
公
務
ヲ
辞
シ
、
唯
風
月
ニ
吟
嘯
シ

テ
、
日
の
本
乃
教
新
能
楽
ヲ
編
纂
シ
、
宮
内
省
ニ
献
納
シ
、
老
テ
其
名
ヲ
栄
シ
ム
。
実
ニ
氏
ハ
、
高
木
弥
左
衛
門
俊
政
十
一
世
ノ
裔

孫
ニ
シ
テ
、
幼
ナ
ル
時
国
学
及
和
歌
ヲ
実
夫
逸
翁
、
熊
谷
直
好
等
ニ
学
ビ
、
漢
学
ヲ
広
瀬
旭
荘
ニ
学
ブ
。
本
郡
知
名
ノ
学
者
タ
リ
。

と
あ
り
、
そ
の
先
祖
︵
太
祖
︶
は
天
文
年
間
に
戦
国
の
乱
世
を
嫌
っ
て
帰
農
し
摂
津
国
島
下
郡
福
井
村
︵
現
大
阪
府
茨
木
市
福
井
︶
に
隠

棲
し
た
高
木
弥
左
衛
門
俊
政︵6
︶で
あ
る
。
そ
の
五
代
目
に
あ
た
る
高
木
半
兵
衛
正
親
弥
左
衛
門
俊
政
は
、
財
産
を
増
や
し
諸
侯
に
貨
幣
の

賃
代
す
る
こ
と
を
生
業
と
し
、
慶
安
年
間
に
大
阪
に
商
店
を
開
い
て
、
︵
7
︶
そ
の
養
子
平
野
屋
五
兵
衛
は
分
家
し
た
。
な
お
、
他
の
資
料
か
ら

補
足
す
れ
ば
、
こ
の
分
家
平
野
屋
は
、
の
ち
に
天
王
寺
屋
、
鴻
池
屋
な
ど
と
肩
を
並
べ
て
﹁
十
人
両
替
﹂︵8
︶の
ひ
と
つ
に
選
ば
れ
、
大
坂
の

両
替
屋
仲
間
の
取
り
締
ま
り
や
公
金
出
納
を
任
さ
れ
、
帯
刀
も
許
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
両
替
屋
に
成
長
し
た
。
右
の
﹃
福
井
村
沿
革
誌
﹄
に

よ
れ
ば
、
高
木
家
は
そ
の
本
家
で
あ
り
、
共
通
の
経
営
と
し
た
と
あ
る
か
ら
、
当
時
の
高
木
家
は
そ
れ
な
り
の
財
力
が
あ
っ
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
家
で
あ
る
高
木
家
は
六
世
半
兵
衛
祐
政
か
ら
高
槻
藩
郷
士
に
命
じ
ら
れ
、
高
木
半
も
そ
れ
を
世
襲
し
た
と
あ
る

の
で
、
基
本
的
に
は
農
業
を
生
業
に
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
高
槻
藩
郷
士
と
し
て
の
高
木
半
は
、﹁
代
官
格
郷
兵
ノ
頭
﹂
を
命
じ
ら
れ
槍
一
筋
と
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
後
、

廃
藩
の
た
め
そ
の
職
を
失
い
、
明
治
元
年
よ
り
﹁
禁
裏
御
所
諸
品
調
進
御
用
達
﹂
を
拝
命
し
た
︵
廃
藩
は
明
治
四
年
七
月
で
あ
り
年
に
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つ
い
て
は
誤
り
が
あ
ろ
う
︶。
明
治
五
年
九
月
に
、
島
下
郡
の
第
一
区
区
長
を
命
じ
ら
れ
、
翌
明
治
六
年
五
月
に
は
一
小
学
区
取
締
を
兼

務
す
る
も
す
ぐ
に
退
職
す
る
。
同
じ
島
下
郡
の
安
威
村
の
疎
水
を
開
き
、
船
に
よ
る
運
輸
業
に
手
を
出
す
が
、
汽
車
開
通
を
機
に
自
ら
廃

業
し
、
共
同
経
営
を
し
て
い
た
平
野
屋
の
事
業
失
敗︵9
︶を
受
け
て
財
を
失
う
。
し
か
し
地
元
の
名
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
か
っ
た

よ
う
で
、
明
治
十
二
年
四
月
か
ら
明
治
十
七
年
ま
で
大
阪
府
会
議
員
に
選
挙
さ
れ
、
同
十
三
年
四
月
か
ら
翌
十
四
年
六
月
ま
で
は
、
常
置

員
の
任
に
就
い
た
。
︵
10
︶
ち
な
み
に
、﹃
大
阪
府
会
史
﹄
に
よ
れ
ば
、
高
木
半
は
島
上
郡
と
島
下
郡
の
代
表
と
し
て
選
出
さ
れ
て
お
り︵11
︶﹁
明
治

十
二
年
三
月
初
期
総
選
挙
ニ
当
選
、
引
続
改
選
ニ
当
選
、
十
七
年
五
月
満
期
退
任
﹂
し
て
、
在
任
年
数
は
五
年
三
个
月
で
あ
る
。
︵
12
︶
在
任
中

の
功
績
と
し
て
は
、
明
治
十
三
年
八
月
の
地
元
島
下
郡
福
井
村
学
校
の
開
業
が
あ
げ
ら
れ
、
︵
13
︶
府
会
議
員
と
し
て
明
治
十
二
年
八
月
に
﹁
学

監
﹂
役
を
拝
命
し
て
い
る
こ
と︵14
︶を
併
せ
る
と
、
教
育
方
面
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
余
談
な
が
ら
、
高
木

半
の
息
女
三
枝
は
東
京
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
明
治
十
三
年
四
月
六
日
に
大
阪
府
師
範
学
校
五
等
訓
導
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
か
ら
、
︵
15
︶
息
女
へ
の
教
育
に
も
熱
心
で
、
学
校
開
設
等
の
功
績
は
単
に
府
会
議
員
と
し
て
の
義
務
感
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
教
育
へ
の
関
心
は
、
高
木
半
の
能
楽
改
正
論
の
趣
旨
文
の
一
節
﹁
新
能
楽
を
起
し
学
士
勇
士
等
の
耳
目
を
悦

ば
し
め
外
国
人
に
も
恥
ざ
ら
ん
曲
に
し
祭
祀
祝
賀
に
奏
す
る
楽
と
せ
ば
人
民
を
し
て
善
心
を
感
発
せ
し
め
威
風
易
俗
教
育
の
小
補
と
な

り
﹂︵
明
治
三
十
七
年
﹃
謡
曲
評
論
﹄︶
と
い
う
発
想
に
も
通
じ
る
。
高
木
半
自
身
の
学
問
的
素
養
に
つ
い
て
は
、﹃
福
井
村
沿
革
誌
﹄
の

先
掲
引
用
文
末
尾
︵
傍
線
部
︶に
、
高
木
半
が
幼
少
よ
り
国
学
と
和
歌
を
実
父
と
香
川
景
樹
の
弟
子
で
あ
っ
た
熊
谷
直
好
に
、
漢
学
は
広

瀬
旭
荘︵16
︶に

学
び
、﹁
本
郡
知
名
ノ
学
者
﹂
で
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
高
木
の
新
作
能
︽
桜
井
︾
の
明
治
三
十
年
刊
本
に
国
学

者
の
敷
田
年
治︵17
︶が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
の
も
、
高
木
の
学
問
的
交
流
範
囲
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
で
あ
る
。

　

な
お
、
同
じ
く
﹃
福
井
村
沿
革
誌
﹄﹁
高
木
簑
田
翁
彰
徳
碑
﹂
に
は
、
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名
門
出
名
士
、
自
古
而
然
、
高
木
氏
摂
州
三
島
福
井
名
門
、
世
為
郷
士
也
。
乃
有
簑
田
翁
出
矣
、
翁
名
正
字
一
止
、
称
半
。
蓑
田
其

号
。
又
号
洞
山
人
。
幼
好
学
、
長
嗜
詩
歌
。
於
村
中
諸
事
尽
力
、
首
唱
新
築
檜
谷
池
、
講
究
耕
地
法
、
起
公
益
、
民
富
瞻
。
明
治

初
、
為
区
長
、
及
府
会
議
員
。

B
於
興
学
校
修
道
路
、
用
心
特
至
善
、
散
楽
謀
改
正
新
曲
十
余
、
着
能
楽
評
論
賜　

天
覧
。
人
皆
栄

之
謂
、
邦
教
清
心
為
旨
述
、
主
旨
為
衝
正
舞
踏
歌
以
導
蒙
生
敬
神
愛
国
之
忱
発
、
於
言
顕
於
行
無
一
不
裨
世
。

盖
翁
始
祖
、
俊
成
。
濃
州
士
人
。
天
文
中
退
隠
、
于
福
井
為
農
。
五
世
租
政
親
、
謀
国
見
山
事
、
有
功
尊
崇
神
社
村
人
倣
之
於
今
賽

者
甚
多
。
且
以
借
与
金
于
諸
藩
、
致
素
封
創
別
戸
于
大
阪
今
橋
姪
為
子
、
幹
其
事
称
平
野
屋
五
兵
衛
、
十
世
祖
逸
翁
、
築
于
其
私

有
、
奥
谷
為
村
池
翁
、
則
俊
政
十
一
世
孫
也
。
村
民
既
浴
世
々
之
沢
社
友
、
又
欽
翁
之
厚
徳
於
是
相
謀
碑
来
乞
、
余
文
与
翁
交
数
十

年
知
天
資
之
美
才
芸
之
雄
齢
八
十
有
五
、
身
猶
籰
鑠
交
深
情
親
乃
一
篇
文
使
後
世
不
忘
斯
人
矣
。

　

明
治
四
十
四
年
辛
亥
十
月　

友
人　

藤
沢
恒
撰

と
あ
り
、
内
容
は
先
掲
の
﹁
高
木
半
﹂
と
ほ
ぼ
重
な
る
が
、
高
木
半
の
履
歴
に
関
係
し
て
新
た
に
知
り
得
る
点
の
み
を
あ
げ
る
と
、﹁
名

正
字
一
止
、
称
半
﹂
を
あ
る
こ
と
か
ら
郷
士
と
し
て
の
世
襲
名
で
あ
っ
た
﹁
半
兵
衛
﹂
を
一
字
で
止
め
﹁
半
﹂
と
称
し
、
新
作
謡
本
に
も

み
え
る
﹁
蓑
田
﹂
の
ほ
か
﹁
洞
山
人
﹂
と
い
う
号
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
檜
谷
池
︵
未
詳
︶
を
新
た
に
築
く
こ
と
唱

え
、
耕
地
法
を
講
究
し
公
益
を
起
し
、
民
に
公
益
を
世
話
し
た
と
い
う
。
こ
の
碑
文
の
年
記
が
明
治
四
十
四
年
で
、﹁
齢
八
十
有
五
﹂
と

末
に
あ
り
、
生
ま
れ
年
は
文
政
十
年
︵
一
八
二
七
︶
で
あ
る
。
な
お
、
没
年
に
関
し
て
は
未
詳
な
が
ら
、
西
野
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

大
正
二
年
に
雑
誌
﹃
国
諷
﹄︵
三
月
号
︶
に
、
自
身
が
明
治
十
八
年
楠
公
五
百
五
十
年
祭
の
た
め
に
作
詞
し
た
新
作
謡
曲
︽
桜
井
︾
の
紹

介
文
を
﹁
八
十
七
翁
高
木
半
識
﹂
と
し
て
載
せ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
大
正
二
年
の
頃
ま
で
は
存
命
で
あ
っ
た
。
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二
、
観
世
宗
家
と
の
交
流　

　

さ
て
、
以
上
は
高
木
半
の
職
歴
を
中
心
に
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
問
題
は
能
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
高
木
半
の
能
楽
に
関
す
る
事
績

は
、
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
独
特
の
能
楽
改
良
論
の
主
張
と
そ
の
信
念
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
新
作
能
に
代
表
さ
れ
、
先
に
引

用
し
た
﹃
福
井
村
沿
革
誌
﹄﹁
高
木
半
﹂
の
項
に
お
い
て
も
、
明
治
十
九
年
︵
一
八
八
六
︶、
老
い
を
理
由
に
公
務
を
辞
し
た
後
に
、
新

能
楽
を
編
纂
し
宮
内
庁
に
献
納
し
た
旨
と
︹
前
節
傍
線
部
A
︺、
同
じ
く
﹁
高
木
簑
田
翁
彰
徳
碑
﹂
に
は
、
散
楽
の
改
正
を
謀
り
新
曲
十
余

曲
を
著
し
、
能
楽
評
論
は
天
覧
賜
っ
た
旨
が
︹
同
傍
線
部
B
︺
高
木
半
の
功
績
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
天
覧
に
供
し
た
﹁
編
纂
﹂

﹁
能
楽
評
論
﹂
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
明
治
四
十
三
年
九
月
号
の
﹃
能
楽
﹄
に
て
痛
烈
な
批
判
を
あ
び
た
﹃
能
楽
評
論
﹄
を
指
す
と
考
え
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
前
の
能
へ
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
管
見
の
限
り
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
府
会
議

員
在
職
中
で
あ
る
明
治
十
三
年
七
月
六
日
付
﹃
朝
日
新
聞
﹄
に
、

一
昨
日
、
平
野
町
橋
岡
能
舞
台
に
て
府
会
議
員
よ
り
催
さ
れ
た
る
能
に
は
知
事
其
他
五
六
の
官
吏
も
来
臨
あ
り
て
頗
る
盛
会
な
り
し

が
、
三
十
二
番
議
員
高
木
半
君
は
、
兼
て
此
道
に
達
し
た
る
人
に
て
、
同
氏
が
高
砂
を
舞
は
れ
た
る
は
至
極
の
出
来
に
て
ヤ
ン
ヤ
の

喝ほ

め采
の
声
は
暫
し
止
ま
ざ
り
し
。

と
、
大
阪
平
野
町
の
橋
岡
能
舞
台︵18
︶に
お
け
る
府
会
議
員
主
催
の
能
会
で
、
高
木
半
が
︽
高
砂
︾
を
舞
い
︵
仕
舞
で
あ
ろ
う
︶、
そ
の
出
来

が
良
く
喝
采
を
あ
び
た
と
あ
る
。﹁
兼
て
此
道
に
達
し
た
る
人
﹂
と
あ
る
か
ら
に
は
、
能
楽
の
素
養
は
府
会
議
員
の
任
に
あ
た
る
だ
い
ぶ

以
前
か
ら
培
わ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
活
動
に
つ
い
て
は
確
か
な
証
左
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
年
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十
月
二
十
二
日
付
﹃
朝
日
新
聞
﹄
に
は
、
や
は
り
橋
岡
能
舞
台
の
催
し
案
内
の
記
事
と
し
て
、

有
名
な
る
府
会
議
員
島
下
郡
福
井
村
高
木
半
氏
は
、
兼
て
能
悪
の
仏
家
虚
誕
の
説
に
出
て
民
情
を
興
起
す
る
に
足
ら
ざ
る
を
憂
ひ
、

之
を
忠
臣
孝
子
節
婦
の
実
伝
に
因
り
勧
善
懲
悪
の
一
助
と
も
な
る
べ
き
や
う
改
正
な
さ
ん
と
目
論
見
居
ら
れ
し
こ
と
久
し
か
り
し

が
、
此
程
、
鶴
个
丘
と
い
へ
る
新
曲
を
製
し
之
を
能
楽
師
に
付
し
、
本
月
二
十
四
日
、
橋
岡
能
舞
台
に
於
て
試
み
ら
る
ゝ
よ
し
。
其

日
の
番
組
に
は
、
経
正
︵
酒
井
楢
太
郎
︶、
鶴
个
丘
︵
大
西
鑑
一
郎
︶、
俊
寬
︵
生
一
左
兵
衛
︶、
春
日
竜
神
︵
大
西
鑑
一
郎
︶、
融

︵
西
東
太
郎
︶、
狂
言
に
は
鶏
聟
、
呼
声
、
附
子
、
仁
王
等
に
て
、
晴
雨
を
論
ぜ
ず
午
前
八
時
よ
り
。

と
あ
り
、
こ
の
時
点
で
、
す
で
に
﹁
悪
の
仏
家
虚
誕
の
説
﹂
に
依
拠
し
云
々
の
理
由
か
ら
、
能
の
改
正
を
主
張
し
て
お
り
、
し
か
も
﹁
久

し
か
り
し
﹂
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
そ
れ
が
高
木
の
一
家
言
と
し
て
す
で
に
世
間
で
は
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
す
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の

明
治
十
三
年
と
い
う
明
治
期
の
初
期
の
時
点
で
す
で
に
能
楽
改
正
の
持
論
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
時
︽
鶴
个
丘
︾
と
い
う
新
曲
を
製
作
し
、
同
月
二
十
四
日
に
、
大
西
鑑
一
郎
の
シ
テ
に
て
試
演
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

刊
行
物
の
形
で
現
在
知
ら
れ
て
い
る
高
木
の
新
作
能
は
、
こ
れ
よ
り
三
年
後
、
明
治
十
六
年
刊
﹃
新
楽
﹄
一
～
三
巻
と
し
て
所
収
の
︽
叢

雲
︾︽
太
刀
ま
つ
り
︾︽
卯
花
重
︾
が
最
も
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
明
治
十
三
年
に
新
作
さ
れ
た
と
い
う
︽
鶴
个
丘
︾
は
、
お
そ
ら
く

未
刊
の
ま
ま
す
た
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
現
時
点
で
は
未
詳
で
あ
る
。
︵
19
︶
も
ち
ろ
ん
、
室
町
時
代
の
成
立
と
思
わ

れ
る
同
名
の
曲
と
は
異
な
る
も
の
と
推
察
さ
れ
、
あ
る
い
は
高
木
が
初
め
て
著
し
た
新
作
能
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
明
治
十
六
年
七
月
十
五
日
に
も
、
や
は
り
橋
岡
舞
台
に
て
高
木
の
新
作
能
の
試
演
会
が
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
﹁
大
阪
謡
能

界
半
世
紀
﹂︵﹃
国
粋
謡
曲
の
能
楽
﹄
大
正
六
年
︶
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
︵
20
︶
こ
れ
は
七
月
十
日
に
東
京
か
ら
観
世
宗
家
父
子
︵
清
孝
、
清
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廉
︶
が
来
阪
し
た
こ
と
を
期
し
て
橋
岡
舞
台
で
一
回
目
が
、
十
五
日
に
二
回
目
の
能
会
が
そ
れ
ぞ
れ
催
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
二
日
目
の

後
に
新
曲
が
試
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
曲
目
は
︽
叢
雲
︾、︽
玉
敷
の
雪
︾、︽
太
刀
奉
︾、︽
槻
の
鞠
︾
で
、
演
者
は
橋
岡
雅
雪
、
同
平

三
閑
雪
、
恒
岡
寅
之
助
、
小
西
新
右
衛
門
、
大
西
亮
太
郎
だ
っ
た
。
同
書
に
は
こ
の
新
作
上
演
の
試
み
は
﹁
一
回
限
り
で
止
し
た
﹂
と
あ

る
が
、
さ
き
ほ
ど
あ
げ
た
十
月
二
十
二
日
の
︽
鶴
が
丘
︾
の
試
演
の
ほ
か
に
、
明
治
十
七
年
十
月
四
日
付
﹃
朝
日
新
聞
﹄
に
、

今
四
日
、
天
満
神
社
日
供
講
元
山
下
市
右
衛
門
、
田
中
達
三
郎
両
名
の
発
企
に
て
、
予
て
府
下
摂
津
国
島
下
郡
福
井
村
に
設
け
た
る

神
田
の
早
稲
を
供
へ
、
其
際
、
高
木
半
氏
が
作
の
新
楽
千
秋
舞
の
謡
曲
、
叢む

ら

雲く
も

、
玉た
ま
し
き敷

雪の
ゆ
き、

太た
ち
さ
さ
げ

刀
奉
、
及
び
同
氏
作
の
新
狂
言
嵯
峨

の
春
、
秋

あ
き
の

山や
ま
じ路

を
奉
納
す
る
と
の
こ
と
な
り
。

明
治
十
八
年
四
月
二
十
三
日
付
﹃
朝
日
新
聞
﹄
に
も
、

楠
公
祭
︹
二
六
日
、
楠
公
五
百
五
十
年
祭
を
桜
井
駅
楠
公
訣
児
松
の
下
で
挙
行
︺
京
都
広
瀬
充
蔵
氏
よ
り
観
世
流
の
能
楽
を
寄
附

し
、
当
府
下
高
木
半
氏
よ
り
も
亦
献
能
あ
り
、
番
組
は
、
能
は
叢む

ら

雲く
も

、
桜
井
、
外
に
一
番
、
狂
言
は
嵯
峨
の
春
、
秋
の
山
路
等
に

て
、
孰い

ず
れも

同
氏
の
新
作
な
る
が
、
殊
に
桜
井
は
今
回
の
祭
典
の
為
に
新
に
仕し
く
ま組

れ
し
も
の
ゝ
由
に
て
、
其
行
文
の
新
奇
な
る
、
意
匠

の
慷
慨
な
る
、
多
少
人
心
に
感
動
せ
し
む
る
に
足
れ
る
も
の
あ
り
と
。

と
、
神
社
へ
の
献
能
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、︽
千
秋
舞
︾︽
叢
雲
︾︽
玉
敷
雪
︾︽
太
刀
奉
︾︽
桜
井
︾
の
新
作
が
上
演
さ
れ
て
い
る
例
が

認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
右
の
二
つ
の
記
事
か
ら
は
高
木
が
能
だ
け
で
な
く
、
狂
言
に
関
し
て
も
新
作
︽
嵯
峨
の
春
︾︽
秋
山
路
︾
な
る
二
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曲
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
に
当
時
大
阪
能
楽
界
を
支
え
た
中
心
的
玄
人
、
素
人
の
面
々
に
よ
っ
て
高
木
の
新
作
上
演
が
試
み
ら
れ

た
事
実
は
、
そ
の
能
楽
改
正
の
主
張
を
あ
る
程
度
許
容
さ
れ
う
る
地
盤
を
、
高
木
が
能
楽
界
に
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
げ
た
新
作
の
上
演
例
に
お
い
て
︽
鶴
が
丘
︾
は
大
西
鑑
一
郎
が
、
明
治
十
六
年
七
月
の
試

演
に
お
い
て
は
大
西
亮
太
郎
と
、
大
西
家
の
名
が
み
え
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
ま
た
、︽
叢
雲
︾
と
︽
太
刀
奉
︾
は
、﹃
新
楽
﹄
巻
一
、

二
と
し
て
、
明
治
十
六
年
四
月
に
山
岸
弥
平
版
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
︽
叢
雲
︾
に
は
﹁
虚
雪
大
西
寸
松
声
譜
、
朏
斎
大
西

鑑
一
郎
校
正
﹂
と
、
や
は
り
大
西
家
が
節
付
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
高
木
半
は
大
西
家
に
師
事
し
て
い

た
素
人
弟
子
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。
︵
21
︶
他
方
、
観
世
宗
家
父
子
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
年
刊
﹃
千
秋
舞
﹄
の
高
木
自
身
に

よ
る
序
文
か
ら
直
接
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
い
さ
さ
か
長
大
な
引
用
に
な
る
が
、
高
木
の
改
良

論
の
趣
旨
と
も
関
連
す
る
た
め
、
全
文
を
翻
刻
し
て
お
く
︵
句
読
点
、
棒
線
部
は
わ
た
く
し
に
補
う
︶。

余
往
年
東
京
に
抵
り
て
観
世
清
孝
師
を
訪
へ
は
、
師
沈
み
て
能
芸
は
徳
川
氏
執
政
の
世
に
武
家
祝
賀
之
楽
と
な
り
て
盛
に
行
れ
た
れ

と
、
維
新
よ
り
以
来
衰
微
し
て
将
に
廃
れ
ん
と
せ
り
。
再
興
の
道
や
あ
ら
ん
と
云
れ
け
れ
は
、
余
答
る
に
能
芸
は
足
利
氏
執
政
の

世
、
師
家
の
先
祖
田
楽
猿
楽
を
基
と
し
、
文
詞
を
仏
門
の
徒
に
作
ら
し
め
、
猿
楽
の
能
と
称
し
て
起
さ
れ
し
と
聞
け
り
。
然
る
に
世

の
乱
久
し
く
久
運
衰
微
の
時
な
れ
は
、
文
詞
ま
た
誤
謬
有
て
因
果
報
応
を
主
と
し
、
霊
誕
附
言
の
説
、
多
は
亡
霊
の
曲
に
し
て
方
今

文
明
に
進
め
る
時
勢
、
志
士
学
生
の
歌
舞
す
る
を
悦
は
さ
れ
は
声
音
自
ら
賑
は
さ
る
や
。
輙
ち
百
事
改
正
の
時
な
れ
は
、
能
き
所
改

正
さ
る
可
か
ら
す
。
愚
按
す
る
に
従
前
の
能
は
舊
に
依
て
存
し
、
名
称
を
能
楽
と
し
、
更
に
聖
世
を
祝
し
勧
善
懲
悪
を
旨
と
し
、
仁

君
忠
臣
節
婦
孝
子
之
事
蹟
を
發
揚
し
、
優
美
な
る
新
能
楽
を
起
し
、
祭
祀
、
宴
享
に
奏
せ
は
、
人
民
を
し
て
善
心
を
感
發
せ
し
め
、
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移
風
高
俗
教
育
の
小
補
た
ら
ん
。
然
ら
は
志
士
学
生
の
耳
目
を
悦
は
し
め
世
に
行
れ
ん
こ
と
必
せ
り
と
い
へ
は
、
師
抑
ち
假
て
今
よ

り
後
、
能
を
能
楽
と
称
す
へ
し
、
新
能
楽
の
謡
曲
の
文
詞
を
作
れ
と
嘱
せ
ら
れ
は
、
忝
拙
劣
を
顧
す
試
に
千
秋
舞
、
東
の
都
、
東
京

の
花
、
玉
敷
の
雪
、
槻
の
鞠
、
五
曲
を
作
り
師
声
譜
を
付
ら
れ
た
り
。
然
る
に
維
新
日
渉
し
て
優
芸
の
文
運
未
開
か
す
。
葉
行
連
さ

る
を
以
、
箪
笥
に
隠
れ
有
し
か
、
日
往
年
移
り
近
来
世
に
能
楽
を
翫
ふ
人
多
け
れ
は
、
梓
行
し
て
同
志
者
の
同
音
を
求
め
ん
と
す
。

友
に
同
音
の
人
あ
ら
は
悦
に
堪
ゆ
へ
け
ん
や
。

　

明
治
三
十
年
初
春　
　

高
木
半

　

右
に
よ
れ
ば
、
高
木
は
か
つ
て
東
京
で
観
世
清
孝
を
訪
れ
、
維
新
以
後
の
能
楽
の
衰
退
を
憂
い
て
い
た
清
孝
に
能
の
あ
る
べ
き
姿
の

構
想
を
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
清
孝
は
そ
れ
に
賛
同
の
意
を
示
し
、
新
し
い
謡
曲
の
文
詞
の
制
作
を
高
木
に
委
嘱
し
た
と
い
う
︵
棒
線
部
︶。

そ
こ
で
高
木
が
作
詩
し
、
清
孝
が
声
譜
を
付
け
た
曲
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
︽
千
秋
舞
︾︽
東
の
都
︾︽
東
京
の
花
︾︽
玉
敷
の
雪
︾

︽
槻
の
鞠
︾
の
五
曲
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
新
作
の
う
ち
︽
玉
敷
の
雪
︾︽
槻
の
鞠
︾
が
明
治
十
六
年
七
月
十
五
日
の
観
世
父
子
同
席
と

思
わ
れ
る
試
演
会
で
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
序
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
謡
本
﹃
千
秋
舞
﹄
は

明
治
三
十
年
刊
行
だ
が
、﹁
明
治
十
六
年
の
冬
﹂
と
明
記
さ
れ
た
国
学
者
敷
田
年
治
に
よ
る
序
文
も
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、︽
千
秋

舞
︾
の
制
作
も
、
少
な
く
と
も
同
じ
明
治
十
六
年
以
前
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
観
世
宗
家
の
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
観

世
文
庫
に
は
﹃
東
の
都
・
東
京
の
花
﹄︵

109
／
82
︶
の
写
本
謡
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
﹁
観
世
清
孝
声
譜
、
高
木
半
著
述
﹂
と
あ
る
。
数

カ
所
の
詞
章
訂
正
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
右
の
序
文
で
い
う
事
情
で
成
立
し
た
原
本
で
あ
る
と
み
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
観

世
文
庫
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
、
裏
表
紙
に
﹁
高
木
半
ヨ
リ
来
候
書
類
ノ
内
﹂
な
ど
と
書
留
が
あ
る
写
本
謡
本
﹃
桜
井
﹄︵

109
／

110
︶
な
ど
、

高
木
半
と
直
接
に
や
り
取
り
を
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
写
本
謡
本
や
、
高
木
半
の
新
作
能
の
刊
本
が
複
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
︵
22
︶
な
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お
、
高
木
の
新
作
能
の
う
ち
刊
行
さ
れ
た
曲
は
全
部
で
十
曲
あ
る
が
、
︵
23
︶
い
ず
れ
も
清
孝
も
し
く
は
二
十
三
世
清
廉
に
声
譜
を
付
け
て
も

ら
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
明
治
十
九
年
五
月
刊
﹃
槻
の
鞠
﹄、
明
治
四
十
一
年
﹃
新
能
楽
﹄
巻
一
の
︽
千
祝
舞
︾︽
叢
雲
︾︽
卯

花
重
︾︽
征
露
の
か
た
り
︾︽
鞠
の
い
さ
を
︾
が
清
孝
声
譜
に
改
訂
し
て
再
収
さ
れ
て
い
る
。
清
廉
声
譜
は
、
明
治
二
十
八
年
十
一
月
刊

﹃
勝
軍
祝
﹄﹃
槻
の
鞠
﹄、
明
治
三
十
年
五
月
刊
﹃
鳳
賀
迎
﹄、
明
治
三
十
一
年
十
月
刊
﹃
太
刀
ま
つ
り
﹄、
明
治
四
十
一
年
﹃
新
能
楽
﹄
巻

二
の
︽
勝
軍
の
祝
︾︽
三
韓
︾︽
玉
敷
の
雪
︾︽
鳳
賀
迎
︾︽
太
刀
沈
︾
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
観
世
宗
家
と
し
て
は
宗
家
認
定
で
は
な
い
謡

本
は
認
め
な
い
方
針
を
強
化
し
て
い
た
た
め
、
必
ず
宗
家
の
節
付
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
清

孝
に
関
し
て
言
え
ば
明
治
十
二
年
か
ら
明
治
十
四
年
に
か
け
て
新
し
い
観
世
流
謡
本
刊
行
に
取
り
組
ん
で
い
た
た
め
、
明
治
十
六
年
頃
は

現
存
の
能
の
改
正
と
い
う
問
題
に
比
較
的
敏
感
な
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
高
木
の
能
楽
改
正
の
考
え
に
同
調
し
た
背
景
に
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
︵
24
︶
な
お
、
そ
の
息
子
で
あ
る
清
廉
も
高
木
の
能
楽
論
に
つ
い
て
は
、
声
譜
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
決

し
て
門
前
払
い
と
い
う
態
度
は
取
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
観
世
文
庫
所
蔵
﹁
明
治
二
十
六
年
檜
常
之
助
刊
一
番
綴
謡
本

﹃
高
砂
﹄﹂
︵
25
︶
に
、
高
木
半
が
明
治
四
十
四
年
に
出
し
問
題
と
な
っ
た
﹃
能
楽
評
論
﹄
の
説
、
お
よ
び
︽
高
砂
︾
の
改
作
案
を
、
清
廉
と
思
わ

れ
る
筆
で
逐
一
書
き
留
め
て
い
る
例
も
あ
る
。
も
っ
と
も
表
紙
に
は
﹁
蓑
田
高
木
半
妄
評
﹂
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
案
が
痛
烈
な

批
判
を
あ
び
て
お
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
は
世
間
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
説
を
吟
味
す
る
姿
勢
は
こ
の
資
料
か
ら
う
か
が
え
よ
う
。

三
、
梅
若
実
と
の
接
点

　

そ
れ
に
し
て
も
、
素
人
で
あ
っ
た
高
木
半
が
ど
う
し
て
観
世
宗
家
清
孝
と
交
渉
を
持
ち
得
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
や
は
り
残
る
。
こ
れ
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は
先
述
の
よ
う
に
、
高
木
半
が
大
西
家
の
素
人
弟
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
関
係
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
大
西
寸
松
の

息
男
で
あ
る
大
西
鑑
一
郎
が
、
明
治
十
三
年
、
二
十
二
世
観
世
清
孝
に
師
事
す
る
た
め
上
京
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
明
治
十
三
年
を
契
機
に
大
西
家
と
観
世
宗
家
が
つ
な
が
り
を
強
く
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
大
西
家
が
京
観
世
岩
井
派
の
一
家

で
あ
り
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
観
世
家
が
京
観
世
と
強
い
関
係
性
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
幕
府
の
崩
壊
以

後
、
観
世
大
夫
と
し
て
の
俸
禄
を
失
っ
た
観
世
清
孝
が
徳
川
慶
喜
の
い
る
静
岡
に
居
を
移
し
、
さ
ら
に
困
窮
を
き
わ
め
て
い
た
明
治
三
年

夏
、
京
観
世
の
岩
井
栄
之
進
や
、
大
西
寸
松
ら
が
免
許
料
先
払
い
と
い
う
名
目
で
百
五
十
両
と
い
う
大
金
を
工
面
し
援
助
し
て
い
た
。
︵
26
︶
東

京
で
は
清
孝
が
不
在
の
う
ち
に
、
梅
若
実
が
そ
の
地
道
な
活
動
か
ら
人
々
の
信
頼
を
得
て
、
明
治
八
年
に
清
孝
が
帰
京
し
て
も
し
ば
ら
く

は
立
場
が
逆
転
し
て
い
た
と
も
い
え
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
京
阪
の
弟
子
の
間
で
は
観
世
宗
家
を
も
り
あ
げ
る
機
運
が
高
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
大
西
鑑
一
郎
は
明
治
十
三
年
に
清
孝
の
も
と
で
修
行
を
す
べ
く
上
京
し
て
い
た
こ
と
は
、
二
月
二
日
、
清
孝
と
と
も
に

挨
拶
の
た
め
に
実
と
面
談
し
た
こ
と
が
﹃
梅
若
実
日
記
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
︵
27
︶
東
京
で
の
能
会
に
出
演
す
る
た
め

に
は
、
実
と
の
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
必
要
が
あ
る
と
い
う
判
断
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
木
が
東
京
に
出
て
清
孝
と
会
っ
た
の
は
、

こ
の
後
の
こ
と
と
推
察
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
明
治
十
八
年
に
は
大
西
鑑
一
郎
の
甥
に
あ
た
る
大
西
亮
太
郎
が
、
二
十
三
世
観
世
清
廉
と
梅
若
邸
を
訪
問
し
、
実
に
師
事
も

し
て
い
る
。
︵
28
︶
こ
の
大
西
家
の
度
重
な
る
上
京
時
に
、
高
木
半
も
上
京
し
大
西
家
の
人
々
を
介
し
て
、
東
京
の
能
楽
界
と
交
流
を
深
め
て
自

作
を
披
露
し
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
そ
う
不
自
然
な
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、﹃
梅
若
実
日
記
﹄
の
明
治
十
九
年
二
月
六

日
条
に
、
東
京
の
梅
若
実
宅
に
お
け
る
素
人
能
で
、
高
木
半
が
出
演
し
て
い
る
の
が
不
審
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
十
九
年
二
月
六
日

条
に
、
︵
29
︶
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拙
宅
素
人
能
。
午
後
三
時
よ
り
始
リ
夜
八
時
ニ
済
。

箙　

田
中
四
郎
左
衛
門
／
誠
、
杜
若
︿
沢
辺
ノ
舞
﹀　

前
田
利
鬯
／
金
五
郎
、
鉢
木　

高
木
半
／
六
右
衛
門
、
小
鍛
冶　

古
市
公
威

／
寛
行

と
、
加
賀
前
田
家
の
前
田
利
鬯
子
爵
、
古
市
公
威
ら
有
力
実
業
家
た
ち
と
と
も
に
、
高
木
が
︽
鉢
木
︾
の
シ
テ
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
明
治
十
九
年
三
月
十
三
日
条
に
も
、
梅
若
実
邸
で
の
能
催
に
て
、

邯
鄲　

古
市
公
威
、
蝉
丸　

林
直
庸
、
求
塚　

前
田
利
鬯
殿
、
熊
坂　

田
中
四
郎
左
衛
門　

入
囃
子
半
能
ニ
テ
、
融　

高
木
半
／
六

右
衛
門

と
、
高
木
半
が
︽
融
︾
の
シ
テ
を
勤
め
た
の
が
確
認
さ
れ
る
。
︵
30
︶
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
は
大
西
亮
太
郎
が
梅
若
に
つ
い
て
修
行
を
し
て
い
た
時

期
と
重
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
素
人
能
と
は
い
え
梅
若
実
宅
で
の
演
能
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
た
と
え
弟
子
の
知
り
合
い
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
少
し
待
遇
が
良
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
梅
若
実
は
高
木
の
能
楽
改
良
論
に
、
必
ず
し

も
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
の
に
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
九
年
、
高
木
の
名
が
ふ
た
た
び
﹃
梅
若
実
日
記
﹄
に
み
え
る
。
七
月
九
日
条
に
、
実
宅
で
初
め
て
催
さ
れ
た
夜
の

能
の
見
所
に
高
木
半
が
い
た
こ
と
に
実
が
気
づ
か
ず
、
面
会
は
し
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
︵
31
︶
な
お
、
そ
の
記
事
は
、

本
日
見
学
ニ
、
田
中
四
郎
左
衛
門
妻
の
父
の
高
木
半
ナ
カ
バ

久ヒ
サ

々
ニ
テ
被
参
処
、
心
付
面
会
ハ
不
致
。
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と
い
う
も
の
で
、
高
木
半
の
娘
が
田
中
四
郎
左
衛
門
に
嫁
い
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
記
事
で
、﹁
半
﹂
の
名
が
﹁
ナ

カ
バ
﹂
と
訓
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
て
、
同
じ
﹃
梅
若
実
日
記
﹄
の
明
治
二
十
年
十
月
四
日
条︵32
︶に

﹁
田
中
四
郎
左
衛
門
妻

り
ん
﹂
の
名
が
み
え
る
の
で
、
こ
の
﹁
り
ん
﹂
が
高
木
半
の
娘
の
名
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
あ
る
田
中
四
郎
左
衛
門
と
は
、
明
治

十
九
年
二
月
と
三
月
に
、
高
木
が
梅
若
実
家
で
演
能
に
及
ん
だ
際
に
、︽
箙
︾︽
熊
坂
︾
を
舞
っ
て
い
た
人
物
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
お
ぼ

し
い
。﹃
謡
曲
名
家
列
伝
﹄
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
旧
家
で
あ
る
織
物
問
屋
︵
槌
屋
︶
田
中
四
郎
左
衛
門
の
子
で
、
巨
万
の
財
を
抱
い
て
東

京
へ
移
っ
た
父
の
家
業
を
継
い
だ
、
い
わ
ゆ
る
素
封
家
と
し
て
そ
の
名
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。
︵
33
︶
し
か
し
、
こ
こ
で
主
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
四
郎
左
衛
門
は
、
三
井
養
之
介
三
女
の
﹁
千
代
子
﹂
を
夫
人
と
し
た
と
あ
り
、
妻
の
名
が
合
致
し
な
い
。
ま
た
、
生
年
が
明
治
十
七
年

と
あ
る
の
で
、
幼
少
よ
り
梅
若
六
郎
に
習
い
、
と
き
に
は
玄
人
に
交
じ
っ
て
子
方
を
務
め
た
と
は
い
え
、
さ
す
が
に
二
歳
で
︽
箙
︾︽
熊

坂
︾
の
シ
テ
は
無
理
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
そ
の
父
田
中
四
郎
左
衛
門
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
、﹃
謡
曲
名
家
列
伝
﹄
に
﹁
氏
の
父
夙

に
謡
曲
能
楽
を
嗜
み
、
梅
若
実
に
師
事
し
、
古
市
公
威
氏
等
と
同
門
の
友
た
り
﹂
と
あ
る
の
が
、
ま
さ
に
明
治
十
九
年
に
お
け
る
実
宅
の

演
能
に
お
い
て
、
古
市
公
威
も
両
日
と
も
参
加
し
︽
小
鍛
冶
︾︽
邯
鄲
︾
の
シ
テ
を
務
め
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
父

四
郎
左
衛
門
は
、
明
治
二
十
三
年
没
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
高
木
半
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
思

わ
れ
る
の
は
同
じ
く
﹃
謡
曲
名
家
列
伝
﹄
の
父
田
中
四
郎
左
衛
門
に
つ
い
て
の
次
の
文
章
で
あ
る
。

現
今
観
世
流
に
於
て
、
覇
を
関
西
に
称
し
て
、
名
声
鈔
々
た
る
大
西
亮
太
郎
の
如
き
、
修
業
期
に
は
氏
の
家
に
奇
遇
し
て
梅
若
実
に

学
び
し
が
、
青
年
期
に
有
り
勝
な
る
過
失
は
一
と
し
て
之
れ
に
無
か
り
し
は
実
の
氏
の
父
の
監
督
の
寛
厳
宜
し
き
を
得
た
る
に
基
せ

る
も
の
に
し
て
、
大
西
氏
の
今
日
あ
る
、
亦
以
っ
て
田
中
家
に
負
ふ
所
尠
か
ら
ざ
る
べ
し
、
と
い
ふ
。
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右
に
よ
れ
ば
、
京
都
か
ら
東
京
へ
そ
の
事
業
を
移
し
た
田
中
四
郎
左
衛
門
が
、
修
行
中
の
大
西
亮
太
郎
の
衣
食
住
の
世
話
を
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
東
京
在
住
中
の
亮
太
郎
の
処
遇
に
つ
い
て
は
﹁
大
阪
謡
能
界
半
世
紀
﹂
に
、

其
の
頃
︵
注
：
亮
太
郎
が
東
都
に
修
業
し
て
い
た
こ
ろ
︶
謡
曲
は
衰
へ
て
居
た
。
家
元
と
て
も
其
通
り
で
、
自
家
に
寄
食
せ
し
め
て

研
究
さ
せ
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
三
人
が
三
人
共
三
井
の
店
員
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
三
井
家
に
は
此
以
外
に
囃
子
の

人
々
も
ま
た
店
員
と
云
ふ
名
の
下
に
養
は
れ
て
居
た
、
此
點
か
ら
三
井
家
は
大
阪
謠
曲
能
楽
界
の
母
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
家
元
の
自
宅
に
住
み
込
み
で
修
行
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
時
勢
で
あ
っ
た
こ
と
、
ほ
か
に
も
東
京
で
修
行
を
し
た
大
阪

の
若
手
能
楽
師
と
も
ど
も
、
亮
太
郎
も
三
井
家
の
店
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
の
修
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
田
中
四
郎
左
衛
門
の

息
子
が
、
三
井
養
之
介
の
娘
と
縁
を
結
ん
だ
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
能
楽
を
介
し
た
交
流
な
ど
も
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く

高
木
半
が
梅
若
実
家
に
出
入
り
し
て
い
た
背
景
に
は
、
大
西
家
と
の
関
係
の
ほ
か
に
、
梅
若
家
の
後
援
者
で
あ
っ
た
田
中
四
郎
左
衛
門
の

縁
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
右
の
引
用
で
は
﹁
三
井
家
は
大
阪
謡
曲
能
楽
界
の
母
で
あ
る
﹂
と
し
め
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
東
京
の
能
楽
界
と
て
同
じ
情
況
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
能
楽
界
を
支
え
る
母
胎
と
し
て
旧
大
名
家
や
旧

公
家
で
構
成
さ
れ
る
華
族
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
勢
い
で
、
田
中
四
郎
左
衛
門
や
三
井
家
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
実
業

家
が
か
な
り
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
素
人
、
さ
ら
に
い
え
ば
民
間
人
が
、
能
楽
を
支
え

る
母
胎
と
し
て
無
視
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
一
民
間
人
で
あ
る
高
木
半
の
能
楽
へ
の
取
り
組
み
が
、
そ
の
内
容
に
関
し

て
は
批
判
的
な
意
見
が
大
部
分
だ
っ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
無
視
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
と
し
て
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

さ
て
、
そ
の
ほ
か
の
高
木
の
履
歴
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
明
治
二
十
一
年
四
月
に
﹃
板
敷
山
﹄︵
鹿
田
静
七
発
行
︶
を
刊
行
し

た
が
、
こ
れ
は
完
全
な
る
新
作
と
い
う
よ
り
高
木
の
改
作
で
あ
る
。
こ
の
曲
が
一
時
関
西
の
観
世
流
で
準
所
演
曲
の
扱
い
に
な
っ
た
こ

と
は
、
︵
34
︶
関
西
に
お
け
る
高
木
の
影
響
力
を
う
か
が
わ
せ
る
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
明
治
二
十
七
年
十
月
二
十
日
に
、﹁
恤

兵
献
金
の
能
楽
﹂
と
し
て
地
元
近
く
の
茨
木
村
別
院
に
て
大
西
鑑
一
郎
、
亮
太
郎
ら
と
と
も
に
、︽
鉢
木
︾
を
奉
納
し
て
い
る
。
︵
35
︶
翌
明

治
二
十
八
年
一
月
に
は
﹃
三
韓
﹄︵
檜
常
之
助
版
︶、
明
治
二
十
八
年
十
一
月
に
﹃
勝
軍
祝
﹄﹃
槻
の
鞠
﹄︵
檜
書
店
発
行
︶、
明
治
三
十
年

﹃
千
祝
舞
﹄﹃
鳳
賀
迎
﹄、
明
治
三
十
一
年
﹃
太
刀
奉
﹄
と
立
て
続
け
に
、
新
作
の
刊
行
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
﹃
千
秋
舞
﹄

序
文
に
お
い
て
、
高
木
が
清
孝
の
委
嘱
に
て
新
作
能
を
著
し
た
あ
と
﹁
箪
笥
に
隠
れ
有
し
か
、
日
往
年
移
り
近
来
世
に
能
楽
を
翫
ふ
人
多

け
れ
は
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
一
時
沈
底
し
て
い
た
高
木
の
改
正
熱
が
再
び
過
熱
し
た
時
期
が
明
治
二
十
七
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
。
お
り
し
も
日
清
戦
争
で
戦
争
へ
の
士
気
を
盛
り
上
げ
る
気
風
が
世
間
を
に
ぎ
わ
し
、﹁
志
士
学
生
の
耳
目
﹂
を
喜
ば
す
新
能
楽

を
目
指
し
て
い
た
高
木
に
は
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。

　

再
度
の
沈
黙
の
期
間
の
の
ち
、
再
々
度
高
木
の
活
動
が
活
発
化
す
る
。
明
治
四
十
年
五
月
の
雑
誌
﹃
能
楽
﹄
に
、
高
木
半
と
面
会
し
た

西
岡
逾
明
が
、
そ
の
一
部
始
終
を
困
惑
気
味
な
文
章
に
て
寄
稿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
高
木
は
自
作
の
う
ち
か
ら
三
、四

曲
を
携
え
て
、
能
楽
会
の
池
内
信
嘉
に
﹁
遙
呈
し
て
、
其
採
用
を
求
﹂
め
た
の
だ
が
、﹁
如
水
君
︵
注
：
池
内
の
号
︶
未
だ
可
否
の
報
を

与
え
ず
。
又
梅
若
実
老
人
に
託
し
て
、
二
三
の
新
曲
を
演
ぜ
ら
れ
ん
を
請
﹂
う
た
と
い
う
。
︵
36
︶
西
岡
は
﹁
梅
若
実
老
人
、
俄
に
此
新
曲
を
採

用
せ
ざ
り
し
は
、
其
見
識
卓
越
し
た
る
所
に
し
て
、
余
は
老
人
の
精
神
に
敬
服
せ
り
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
池
内
信
嘉
と
梅
若
実
の
反
応
は

芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
同
誌
に
は
、
こ
の
西
岡
の
文
章
の
あ
と
に
、
池
内
信
嘉
に
よ
る
﹁
高
木
翁
の
能
楽
改
正
論
﹂
が
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掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
三
年
前
の
明
治
三
十
七
年
に
も
自
作
を
持
参
し
て
池
内
を
訪
問
し
、
改
良
の
持
論
を
述
べ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
木
は
能
楽
改
良
の
自
説
を
有
識
者
ら
に
披
露
し
賛
同
を
得
る
こ
と
と
、
能
楽
師
に
自
作
の
﹁
新
楽
﹂
を

演
じ
て
も
ら
う
こ
と
を
願
う
た
め
、
度
重
ね
て
上
京
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
西
岡
も
池
内
も
、
そ
の
熱
心
さ
に
は
一
定
の
敬
意
を
表
明

し
つ
つ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
賛
同
で
き
か
ね
る
と
い
う
論
調
は
同
じ
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
、
池
内
が
﹃
能
楽
﹄
の
同

号
に
、
そ
の
熱
心
を
世
上
に
紹
介
す
る
た
め
、
と
断
っ
た
う
え
で
、
明
治
三
十
有
七
年
三
月
付
の
﹁
能
楽
論
﹂﹁
謡
曲
評
論
﹂
と
︽
高
砂
︾

の
改
作
具
体
案
、
文
詞
の
解
説
文
、
お
よ
び
新
作
︽
鳳
駕
迎
︾
の
詞
章
を
掲
載
に
踏
み
切
っ
た
が
、
こ
の
時
は
そ
れ
に
つ
い
て
読
者
子
か

ら
は
特
に
反
応
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
掲
載
さ
れ
た
諸
文
章
は
、
明
治
三
十
七
年
に
高
木
が
池
内
宅
を
訪
問
し
た
際

に
、
持
参
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
は
、
の
ち
に
批
判
論
で
紛
糾
し
た
明
治
四
十
三
年
刊
﹃
能
楽
評
論
﹄
に
、
若
干
の
修
正

を
加
え
て
受
け
継
が
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
度
目
の
高
木
の
活
発
な
活
動
の
背
景
に
、
日
露
戦
争
の
勃
発
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

　

な
お
﹃
能
楽
評
論
﹄︵
吉
田
謡
曲
書
店
版
︶
が
、
明
治
四
十
三
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
す
で
に
八
十
四
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
っ

た
が
、
さ
ら
に
明
治
四
十
五
年
五
月
に
は
、
能
の
拍
節
を
解
説
し
た
﹃
能
楽
謳
節
奏
の
栞
﹄︵
吉
田
謡
曲
書
店
版
︶、
大
正
二
年
に
雑
誌

﹃
国
諷
﹄︵
三
月
号
︶
に
、
明
治
十
八
年
の
作
で
あ
る
︽
桜
井
︾
を
紹
介
す
る
な
ど
、
多
く
の
酷
評
に
も
怖
じ
ず
そ
の
論
調
は
生
涯
変
わ
ら

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 

﹇
付
記
﹈
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
助
成
研
究
﹁
能
楽
の
近
代
化
の
研
究
─
明
治
・
大
正
期
能
楽
上
演
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を
中

心
と
す
る
─
﹂︵
若
手
研
究︵
B
︶課
題
番
号23720091

︶の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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﹇
注
﹈

︵
1
︶ ﹃
能
楽
﹄第
八
巻
九
号︵
明
治
四
十
三
年
九
月
十
日
発
行
︶四
九
～
五
三
頁
。

︵
2
︶ 
前
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。﹁
前
月
十
九
日
国
民
新
聞
能
楽
欄
に
も
見
え
た
る
如
く
、
大
坂
市
外
福
井
村
の
高
木
半
翁
は
多
年
能
楽
改
良
論
を
唱

へ
、
自
ら
物
せ
る
新
作
も
数
々
あ
り
、
亦
前
般
は
土
方
伯
の
手
を
経
て
、
其
の
新
作
謡
二
冊
及
び
能
楽
評︵
氏
の
能
楽
改
良
意
見
書
︶一
冊
を
、
主
上

の
御
手
許
へ
伝
献
せ
り
と
て
、
右
評
論
を
本
誌
に
寄
来
れ
り
。
記
者
こ
れ
を
一
覧
す
る
に
、
頗
る
不
同
意
の
内
容
を
有
す
れ
ど
も
、
時
候
柄
諸
者
の

一
笑
を
買
ひ
、
以
て
聊
か
銷
暑
の
料
に
附
せ
ん
が
為
、
其
の
要
旨
を
茲
に
紹
介
し
、
併
せ
て
同
書
の
妄
を
駁
せ
る
失
名
氏
の
投
稿
を
共
に
読
者
の
一

覧
に
供
ふ
る
事
と
せ
り
。︵
萍
生
記
︶﹂。

︵
3
︶ ﹃
国
民
新
聞
﹄明
治
四
十
三
年
八
月
十
九
日
付
朝
刊
、﹁
能
楽
欄
﹂。

︵
4
︶ 

拙
稿﹁
能
楽
の
近
代
化
と
池
内
信
嘉
─
能
楽
の
改
良
し
得
ら
る
ゝ
や
否
や
─
﹂︵﹃
演
劇
学
論
叢
﹄第
十
二
号
、
二
〇
一
二
年
七
月
、
七
～
二
三
頁
︶。

︵
5
︶ 

西
野
春
雄﹁
近
代
前
期
の
新
作
謡
曲
─
近
代
謡
曲
史
稿
─
﹂︵﹃
能
楽
研
究
﹄九
号
、
一
九
八
四
年
三
月
、
一
三
一
～
一
三
二
頁
︶。

︵
6
︶ 

高
木
弥
左
衛
門
俊
政
に
つ
い
て
、﹃
福
井
村
沿
革
誌
﹄に
は
、
大
和
国
高
木
村
に
住
居
し
た
こ
と
か
ら
高
木
信
光
と
称
し
た
八
条
院
判
官
代
信
光︵
源

頼
光
の
子
、
頼
親
五
世
の
孫
︶の
十
八
世
の
裔
孫
、
高
木
丞
之
助
貞
政
の
三
男
と
す
る
。
こ
の
俊
政
の
父
に
あ
た
る
高
木
丞
之
助
貞
政
は
、﹁
天
文
年

間
美
濃
国
石
津
郡
駒
の
西
、
舟
岡
山
に
城
を
築
﹂い
た
と
記
さ
れ
、
山
本
大
・
小
和
田
哲
男
編﹃
戦
国
大
名
家
家
臣
団
事
典　

西
国
編
﹄︵
昭
和
五
十
六

年
、
新
人
物
往
来
社
︶所
載
の﹁
斉
藤
氏
家
臣
団
人
名
事
典
﹂で
も
、
高
木
丞
之
助
貞
政
は
、
斉
藤
道
三
の
客
分
で
、
海
津
郡
駒
野
城︵
船
岡
山
の
城
の

こ
と
︶
を
守
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︵
同
書
十
九
頁
︶。
茨
木
市
観
光
協
会
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
い
ば
ら
き
観
光
﹂﹁
癒
し
散
策
茨
木
の
寺
院
﹂
に

よ
れ
ば
、
茨
城
市
東
福
井
の
遍
照
寺
が
高
木
家
縁
の
寺
と
い
う︵http://w

w
w.ibaraki-kankou.or.jp/jiin/66.pdf

︶。

︵
7
︶ 

寛
永
十
二
年︵
一
六
三
五
︶、
大
坂
真
島
町︵
現
東
区
今
橋
一
丁
目
︶。

︵
8
︶ 

十
人
両
替
の
制
度
は
、
寛
文
十
年︵
一
六
七
〇
︶の
制
度
化
さ
れ
た
当
初
の
な
か
に﹁
平
野
屋
﹂は
な
く
、
宝
暦
十
一
年︵
一
七
六
一
︶よ
り
十
人
両
替

に
選
ば
れ
た
。﹃
国
史
大
辞
典
﹄︵
七
巻
、
二
九
六
頁
︶、
関
山
直
太
郎﹁
十
人
両
替
考︵
上
︶︵
下
︶﹂︵﹃
経
済
史
研
究
﹄昭
和
五
年
六
月
、
八
月
︶参
照
。

︵
9
︶ 

明
治
元
年
︵
一
八
六
八
︶
五
月
に
維
新
政
府
が
江
戸
時
代
の
慣
例
で
あ
っ
た
銀
目
を
廃
止
し
た
影
響
を
受
け
、
平
野
屋
の
経
営
は
急
激
に
危
機
に
お

ち
い
っ
た
ら
し
い︵﹃
国
史
大
辞
典
﹄参
照
︶。

︵
10
︶ 

な
お
、﹁
常
置
員
﹂で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
十
四
年
七
月
二
十
八
日
の﹃
朝
日
新
聞
﹄で
も
確
認
さ
れ
る
。﹁
去
廿
三
日
郡
部
会
に
於
て
選
定
な
り
し
郡
部
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の
常
置
委
員
は
総
員
五
名
の
内
和
河
泉
摂
の
四
个
国
よ
り
一
名
づ
ヽ
を
撰
挙
せ
し
め
一
名
は
四
个
国
中
よ
り
通
撰
す
る
こ
と
に
決
し
先
づ
大
和
国

に
て
は
片
山
太
郎
次
郎
君
摂
津
は
中
村
英
五
郎
君
、
和
泉
は
熊
澤
友
雄
君
、
河
内
は
大
東
象
五
郎
君
が
最
高
点
ま
た
四
个
国
通
撰
は
恒
岡
直
史
今
村

勤
三
の
二
君
同
数
な
れ
ど
年
長
を
以
て
恒
岡
君
を
推
し
予
備
員
も
定
員
同
様
に
て
大
和
の
国
は
中
井
栄
次
郎
摂
津
は
高
木
半
君
和
泉
は
井
坂
光
輝

君
河
内
は
東
尾
平
太
郎
君
四
个
国
通
撰
の
分
に
て
磯
田
清
平
君
が
其
撰
に
当
ら
え
た
り
﹂。

︵
11
︶ ﹃
大
阪
府
会
史
﹄に
は
三
島
郡
の
代
表
と
あ
る
が
、
島
上
郡
と
島
下
郡
が
三
島
郡
と
し
て
合
併
し
た
の
は
明
治
二
九
年︵
一
八
九
六
︶の
こ
と
で
あ
り
、

高
木
半
が
選
出
さ
れ
た
際
は
、
島
上
郡
と
島
下
郡
の
代
表
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。

︵
12
︶ ﹃
大
阪
府
会
史
﹄﹁
府
会
議
員
ニ
関
ス
ル
事
項
﹂。
な
お
、﹁
第
六
款
議
員
選
挙
ノ
結
果
﹂に
よ
れ
ば
、
初
当
選
は
明
治
十
二
年
三
月
二
十
一
日
で
、
選
挙

会
は﹁
島
下
郡
役
所
﹂、
人
員
三
名
の
と
こ
ろ
得
票
数
一
二
九
四
票
で
二
位
の
七
六
三
票
を
大
き
く
引
き
離
し
て
一
等
当
選
し
て
い
る
。
住
所
は﹁
島

下
郡
福
井
村
千
番
地
﹂
で
、
新
作
能
謡
本
各
種
の
奥
付
と
一
致
す
る
。
明
治
十
四
年
一
月
十
一
日
選
挙
で
は
二
四
六
六
票
を
獲
得
、
二
位
は
中
谷
謙

三
で
二
一
一
六
票
で
あ
っ
た︵
八
十
一
頁
︶。

︵
13
︶ ﹁
島
下
郡
福
井
村
学
校
は
、
府
会
議
員
高
木
半
君
の
大
尽
力
に
立
派
に
去
月
廿
九
日
開
業
に
な
り
、
同
郡
の
模
範
小
学
を
も
兼
て
盛
大
な
り
と
。
又

高
木
君
は
福
村
中
原
村
の
戸
長
に
命
ぜ
ら
れ
し
が
、
府
会
議
員
を
止
め
る
事
な
ら
戸
長
を
辞
す
る
と
云
ふ
て
居
る
ヽ
と
﹂︵
朝
日
新
聞
、
一
八
八
〇
年

八
月
七
日
︶。

︵
14
︶ ﹁
府
会
議
員
の
篠
川
利
祐
氏
は
一
昨
日
議
員
を
廃
し
更
に
学
監
取
締
を
拝
命
な
り
同
議
員
高
木
半
中
村
英
五
郎
の
両
氏
ハ
学
監
を
拝
命
せ
ら
る
﹂︵
朝

日
新
聞
、
明
治
十
二
年︵
一
八
七
九
︶八
月
三
〇
日
、
朝
刊
二
頁
︶。

︵
15
︶ ﹁
当
府
会
議
員
高
木
半
氏
の
息
女
三
枝︵
十
八
年
︶さ
ん
ハ
十
四
才
の
頃
東
京
師
範
学
校
へ
入
学
せ
し
が
、
多
年
の
勉
強
空
し
か
ら
ず
此
頃
専
業
を
終

て
帰
坂
せ
ら
れ
し
が
一
昨
日
当
府
師
範
学
校
五
等
訓
導
を
命
じ
ら
れ
し
と
﹂︵
朝
日
新
聞
、
明
治
十
三
年
四
月
八
日
︶。

︵
16
︶ 

文
化
四
年
︵
一
八
〇
七
︶
～
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶。
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
ま
で
私
塾
咸
宜
園
の
二
代
目
塾
長
を
勤
め
た
の
ち
、
天
保
七
年

︵
一
八
三
一
︶に
大
坂
に
開
塾
し
た
。
弘
化
三
年︵
一
八
四
三
︶に
江
戸
に
移
り
、
弘
化
三
年︵
一
八
四
六
︶、
再
び
大
坂
に
戻
り
開
塾
し
て
い
る
。
高

木
半
は
文
政
十
年︵
一
八
二
七
︶生
れ
で
あ
る
。

︵
17
︶ 

文
化
十
四︵
一
八
一
七
︶～
明
治
三
十
五︵
一
九
〇
二
︶豊
前
国
宇
佐
郡
の
儒
学
者
帆
足
万
里
に
学
び
、
明
治
維
新
後
大
阪
に
移
り
、
明
治
十
四
年
よ

り
伊
勢
の
神
宮
皇
学
館
教
頭
を
務
め
る
。︽
桜
井
︾
へ
の
序
文
の
年
記
は
﹁
明
治
十
六
冬
﹂
で
病
を
理
由
に
教
頭
の
職
を
辞
し
て
大
阪
に
戻
っ
た
頃
か

と
推
察
さ
れ
る
。
晩
年
は
大
阪
で
執
筆
活
動
に
専
念
し
た
。
高
梨
光
司﹃
敷
田
年
治
翁
﹄︵
播
仁
文
庫
、
大
正
十
五
年
︶参
照
。



22能楽の近代化と高木半

︵
18
︶ 

平
野
町
八
百
屋
町
を
南
に
入
っ
た
東
側
に
あ
っ
た
。
元
川
良
也
﹁
大
阪
謠
能
界
半
世
紀
﹂︵﹃
国
粋
謡
曲
の
能
楽
﹄︵
大
正
六
年
、
現
代
芸
術
名
家
大
鑑

刊
行
会
︶一
九
四
頁
。

︵
19
︶ 

丸
岡
桂
﹃
古
今
謡
曲
解
題
﹄﹁
観
世
流
謡
本
出
版
年
譜
─
二
明
治
時
代
の
出
版
﹂
に
も
、
同
名
の
出
版
本
は
見
ら
れ
な
い
︵
大
正
八
年
初
版
。
昭
和

五
十
九
年
の
復
刻
版
参
照
。
七
九
～
一
〇
〇
頁
︶。

︵
20
︶ 
明
治
十
六
年
七
月
十
五
日
、
橋
岡
舞
台
に
て
大
西
亮
太
郎
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生
一
左
兵
衛
、
小
西
新
右
衛
門
、
観
世
父
子
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浅
井
織
之
丞
、
片
山
九
郎
右
衛
門
等
が
出

勤
し
た
ら
し
い
。
元
川
良
也﹁
大
阪
謠
能
界
半
世
紀
﹂一
九
九
～
二
〇
〇
頁
。

︵
21
︶ 

大
西
家
は
京
観
世
岩
井
派
の
一
門
。
大
西
新
右
衛
門
寸
松
︵
一
八
一
〇
～
一
八
八
三
年
︶。
大
西
鑑
一
郎
は
そ
の
息
男
。︵
閑
雪
。
一
八
四
〇
～

一
九
一
六
年
︶。
大
西
亮
太
郎︵
手
塚
亮
太
郎
。
一
八
六
六
～
一
九
三
一
年
︶は
、
寸
松
の
外
孫
。﹃
能
楽
大
事
典
﹄︵
筑
摩
書
房
。
二
〇
一
二
年
︶参
照
。

︵
22
︶ 

観
世
ア
ー
カ
イ
ブ
参
照
。
括
弧
内
の
数
字
は
、
観
世
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
理
番
号
で
あ
る
。

︵
23
︶ ︽
千
秋
舞
︾︽
叢
雲
︾︽
卯
花
重
︾︽
征
露
の
か
た
り
︾︽
鞠
の
い
さ
を︵
槻
の
鞠
︶︾︽
勝
軍
祝
︾︽
三
韓
︾︽
玉
敷
の
雪
︾︽
鳳
駕
迎
︾︽
太
刀
沈
︾。

︵
24
︶ 

表
章﹃
観
世
流
史
参
究
﹄︵
檜
書
店
、
二
〇
〇
八
年
︶﹁
二
二
世
左
近
清
孝
﹂参
照
。

︵
25
︶ 

観
世
ア
ー
カ
イ
ブ︵92/11/0

︶。

︵
26
︶ 

表
章
﹃
観
世
流
史
参
究
﹄
四
一
三
頁
。
そ
の
前
年
の
明
治
二
年
に
先
祖
供
養
と
い
う
理
由
で
上
京
し
た
こ
と
を
、
表
氏
は
﹁
京
阪
の
門
弟
と
連
絡
を

取
っ
て
家
元
と
し
て
の
収
入
を
確
保
す
る
こ
と
が
主
眼
の
上
京
だ
っ
た
ろ
う
が
﹂と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

︵
27
︶ ﹃
梅
若
実
日
記
﹄
明
治
十
三
年
二
月
二
日
条
に
、﹁
昨
日
大
坂
ノ
大
西
鑑
一
郎
ト
申
人
初
而
清
孝
同
道
ニ
テ
被
参
土
産
ニ
金
半
円
持
参
被
到
ル
。
右
ニ

付
三
日
ニ
私
今
川
小
路
へ
罷
越
同
人
ニ
面
会
餞
別
ト
シ
テ
金
壱
円
遣
ス
﹂︵
第
三
巻
、
三
〇
四
頁
︶。

︵
28
︶ ﹃
梅
若
実
日
記
﹄明
治
十
八
年
十
月
十
三
日
条
に﹁
大
西
亮
太
郎
ト
申
者
ニ
初
テ
面
会
致
ス
﹂と
あ
る︵
第
四
巻
、
一
二
五
頁
︶ほ
か
、﹃
国
粋
謡
曲
の
能

楽
﹄︵
大
正
六
年
︶の﹁﹁
大
西
亮
太
郎
﹂の
項
に
、﹁
然
る
に
君
は
大
に
飛
ば
む
と
欲
し
て
東
都
に
出
で
ゝ
梅
若
家
に
師
事
し
た
、
そ
し
て
観
世
清
廉
の

許
に
も
親
し
く
出
入
し
て
其
蘊
奥
を
極
む
る
に
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
﹂と
あ
る︵﹁
趣
味
と
名
士
﹂一
三
三
頁
︶。

︵
29
︶ ﹃
梅
若
実
日
記
﹄第
四
巻
、
一
四
七
頁
。

︵
30
︶ ﹃
梅
若
実
日
記
﹄第
四
巻
、
一
五
一
頁
。

︵
31
︶ ﹃
梅
若
実
日
記
﹄第
七
巻
、
三
一
二
頁
。

︵
32
︶ ﹃
梅
若
実
日
記
﹄第
四
巻
、
二
三
三
頁
。
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︵
33
︶ 

斉
藤
芳
之
助﹃
謡
曲
名
家
列
伝
﹄︵
能
楽
通
信
社
、
大
正
三
年
︶六
十
八
頁
。
た
だ
し
、﹃
日
本
人
物
情
報
大
系
﹄第
八
十
三
巻︵
皓
星
社
、
二
〇
〇
一
年
︶

二
十
二
頁
参
照
。

︵
34
︶ 
表
章
編﹃
鴻
山
文
庫
本
の
研
究
─
謡
本
の
部
﹄︵
昭
和
四
十
年
、
わ
ん
や
書
店
︶八
三
三
頁
。

︵
35
︶ 
明
治
二
十
七
年
十
月
二
十
日
付
、﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄に
、﹁
恤
兵
献
金
の
能
楽　

今
井
喜
久
治
氏
発
起
と
な
り
、
明
二
十
一
日
午
前
九
時
よ
り
茨
木
村

別
院
に
て
恤
兵
献
金
の
為
め
能
楽
の
催
し
あ
り
、
其
番
組
は
、
小
鍛
冶︵
大
西
鑑
一
郎
︶、
鉢
木︵
高
木
半
︶、
望
月︵
大
西
亮
太
郎
︶、
安
宅︵
今
井
菊

路
︶、
錦
戸︵
野
間
亀
之
助
︶、
狂
言
は
昆
布
売
、
二
九
十
八
、
宗
論
、
仏
師
等
な
り
﹂と
あ
る
。

︵
36
︶ 

西
岡
逾
明﹁
読
古
人
文
也
難
、
論
古
人
之
文
也
易
説
﹂︵﹃
能
楽
﹄明
治
四
十
年
五
月
、
十
二
頁
︶。
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︶



25

SUMMARY

The Modernization of Noh Theatre and Nakaba Takagi :
His Personal History and Reactions

to His Nationalistic Idea of Noh Theatre Reform

Kaoru Nakao

This paper investigates the modernization of Noh during the Meiji period. 
When the Tokugawa Shogunate fell in 1867 and its subsidy of Noh came to 
an end, some sponsors and devotees suggested changing the form of Noh 
performance. The publications, “The essay of Yo-kyoku (『謡曲評論』）” and “The 
essay of Noh-gaku (『能楽評論』)” by Nakaba Takagi provide examples of such a 
movement. Takagi (1827-?) was a member of the prefectural assembly of Osaka, 
and a well known passionate amateur Noh enthusiast. During the latter part of 
his life, he became increasingly interested in the Noh theatre, and published ten 
new-made-Noh texts and two essays on Noh reform plan. However, there was 
very little agreement with his reformation ideas, even from fellow reformers. 

In future research we will discuss in further detail the phenomenon of 
the heated discussion concerning Takagi’s statements, and in this paper, we 
will examine Takagi’s personal history, as well as Noh actors’  reactions to his 
nationalistic ideas of Noh theatre reform.


